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り
の
医
療
費
を
一
般
・
退
職
・

老
人
保
健
に
区
分
し
、
前
年
度

と
比
較
し
た
グ
ラ
フ
で
す
。

　

平
成　

年
度
の
一
般
被
保
険

19

者
一
人
当
た
り
の
医
療
費
は　
24

万
１
千
円
と
、
県
内
平
均
の　
18

万
７
千
円
を
大
き
く
上
回
り
県

内
で
２
番
目
に
高
い
額
で
、
こ

こ
数
年
同
じ
状
況
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

本
町
の
国
保
加
入
世
帯
数
と

被
保
険
者
数
は
、
平
成　

年
度

18

か
ら
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

（
図
１
）

　

し
か
し
、
人
口
に
占
め
る
国

保
加
入
率
は　

％
以
上
で
推
移

50

し
て
い
ま
す
。

　

図
２
は
、
国
保
の
一
人
当
た

�
�
�
�
�
�
�
	




�
�

�������	�
����
���������������������	�
����
��������������

　

退
職
被
保
険
者
の
医
療
費
も

前
年
よ
り
大
幅
に
伸
び
、
県
平

均
を
大
き
く
上
回
り
、
県
内
で

３
番
目
に
高
い
額
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

老
人
保
健
医
療
費
は
、
前
年

よ
り
減
少
し
ま
し
た
が
、
依
然

と
し
て
高
い
額
で
推
移
し
て
お

り
、
一
般
被
保
険
者
の
２
倍
以

上
の
医
療
費
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
般
被
保
険
者
の
医
療
費
を

一
件
当
た
り
と
一
日
当
た
り
で

見
る
と
ど
ち
ら
も
増
加
傾
向
に

あ
り
、
近
年
で
は
最
も
高
い
額

で
す
。

　

一
件
当
た
り
の
医
療
費
は
県

内
で
３
番
目
に
高
い
額
と
な
っ

て
い
ま
す
。（
図
３
）
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医
療
費
に
対
し
、
一
人
当
た

り
及
び
一
世
帯
当
た
り
の
国
保

税
額
は
、
年
々
減
少
傾
向
に
あ

り
ま
す
。

　

平
成　

年
度
の
一
人
当
た
り

19
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（５）平成21年2月25日　広報すみた

の
国
保
税
額
は
約
６
万
円
（
県

平
均
約
７
万
円
）、一
世
帯
当
た

り
の
国
保
税
額
は
約　

万
４
千

12

円
（
県
平
均
約　

万
７
千
円
）

13

と
な
っ
て
お
り
、
と
も
に
県
平

均
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
ま
す
。

（
図
４
）

　

以
上
の
数
値
か
ら
本
町
で
は

国
保
税
を
低
く
抑
え
て
い
る
も

の
の
、
高
い
医
療
費
が
国
保
財

政
を
圧
迫
し
て
い
る
と
い
え
ま

す
。
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国
保
事
業
に
要
す
る
費
用
は
、

国
や
県
か
ら
の
負
担
金
や
交
付

金
と
本
町
の
一
般
会
計
か
ら
の

繰
入
金
以
外
は
す
べ
て
国
保
加

入
者
か
ら
の
国
保
税
で
ま
か
な

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
国
保
事
業
全
体

で
支
払
う
医
療
費
が
増
え
れ
ば

加
入
者
に
負
担
し
て
い
た
だ
く

国
保
税
額
も
増
え
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

本
町
で
は
、
安
定
的
な
国
保

事
業
を
運
営
す
る
た
め
、
国
保

税
率
の
見
直
し
や
医
療
費
の
適

正
化
対
策
事
業
な
ど
に
よ
り
健

全
な
国
保
財
政
の
運
営
に
努
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
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町
民
生
活
課　

国
保
医
療
係

　
　
�
　

‐
２
１
１
１

４６

　
　
　
　
　
　
（
内
線
１
３
５
）
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�く
り
を
心
が
け
る
と
と
も
に
、

病
気
の
早
期
発
見
と
早
期
治
療

に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
同
一
の
病
気
の
治
療

の
た
め
に
複
数
の
医
療
機
関
に

か
か
る
重
複
受
診
を
し
な
い
な

ど
上
手
な
受
診
に
努
め
る
こ
と

も
大
切
で
す
。

　

平
成　

年
度
か
ら
、
後
期
高

20

齢
者
医
療
制
度
が
施
行
さ
れ
医

療
保
険
の
仕
組
み
が
変
わ
り
ま

し
た
。

　

ま
た
、
健
診
も
特
定
健
康
診
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安
定
し
た
事
業
運
営
を
行
う

た
め
に
は
、
国
保
加
入
者
一
人

ひ
と
り
が
日
常
か
ら
の
健
康
づ

査
・
特
定
保
健
指
導
に
変
わ
り

今
ま
で
以
上
に
国
保
加
入
者
の

健
康
増
進
を
国
保
事
業
で
行
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

国
保
に
加
入
す
る
皆
さ
ん
が
、

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
誰
で
も
安

心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
よ

う
国
保
事
業
の
健
全
運
営
を
目

指
し
、
適
正
な
国
保
税
額
の
算

定
と
徴
収
に
努
め
て
ま
い
り
ま

す
。　
　

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。


